
２ 事業部門 
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 厚生労働省においては、「国民お一人お一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす 

日」として、平成26年から毎年11月30日（いいみらい）を「年金の日」とした。 

 

 年金記録の確認や未だ持ち主が明らかとなっていない記録の検索ができる「ねんきんネット」 は、年金記録問題の再発 

防止や未解明記録の解明に資することから、「年金の日」をはじめとする様々な機会をとらえて、更なる利用者の拡大を 

図るための周知等を行い、被保険者・受給権者ご自身による年金記録確認の推進を図ることとしており、平成27年度に 

おいても、次のとおり「年金の日」の取組を進めることとしている。 

 ・ 市区町村や「年金の日」賛同団体等との協働イベントの実施 

 ・ 市区町村や「年金の日」賛同団体等におけるポスターの掲出やリーフレットの配付 

 ・ 日本年金機構における出張相談等の実施（11月の「ねんきん月間」の取組として引き続き実施） 

 ・ インターネット広告・新聞広告等の実施 

 

 なお、市区町村の協力による「年金の日」・「ねんきんネット」の周知（行事等の開催、広報誌への掲載、ポスター掲示・ 

リーフレット配付）等に係る経費については、国民年金等事務取扱交付金を交付することとしている。 

年金記録確認の推進について（平成27年度の取組） 

１． 「年金の日」の周知と「ねんきんネット」の利用者拡大 

  

  「ねんきんネット」の利用拡大を図る一方で、高齢者はインターネットを利用されない方が多いことから、高齢者等にとっ
て身近で利便性が高い市区町村において、「ねんきんネット」による年金記録交付業務に協力いただいている（平成27年1
月30日現在668市区町村）。 

 

 平成27年度においても、「ねんきんネット」による年金記録交付業務については、国民年金等事務取扱交付金を交付す
ることとしており（「ねんきんネット」端末の導入経費については、これまで全額交付してきたが、今後は物件費の範囲内で交付）、引き続き、
実施市区町村の拡大を図ることとしている。 

２．市区町村における年金記録交付業務の実施拡大 
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「年金の日」について  

○「年金の日フォーラム」を開催し、「わたしと年金」エッセイの表彰式や年金シンポジウム等を実施。 

○上記賛同団体の会員等（銀行、生保、信金等）が行う年金相談会等において、「年金の日」や「ねんきんネット」の周知を実施 

○インターネットバナー広告（11/21～30 「Yahoo!JAPAN」ほか）、新聞突出広告（11/27、28 全国紙・ブロック紙） 

○「ねんきんダイヤル」等の携帯電話からの通話料を「年金の日」の前後１週間（11/25～12/5）引下げ 

○「年金の日」当日は、全国の年金事務所・街角の年金相談センター（一部を除く）で休日年金相談を実施 

○大型商業施設等で、日本年金機構による出張相談を実施 

  ※日本年金機構では、これまで毎年11月を「ねんきん月間」として出張相談等を行っており、この取組は引き続き進める。 

厚生労働省において、平成26年から毎年11月30日（いいみらい） を  「年金の日」 とした。 
（平成26年8月19日ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ） 

 （注）この「日にち」については、ＦＰ、社労士、落語家、フリーキャスター等をメンバーとする検討会から御意見をいただいて決定。 

「年金の日」を設置した趣旨 

          金融団体などの民間各団体と協働して取り組む。  

  ・国民一人一人に、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくこと 

              「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認していただくこと 

平成26年度における取組 

  【「年金の日」の趣旨にご賛同いただいた団体等（27団体等）】 
    企業年金連合会、国民年金基金連合会、全国社会保険労務士会連合会 

    金融広報中央委員会、全国銀行協会、全国地方銀行協会、信託協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、 

    全国労働金庫協会、生命保険協会、生命保険文化センター、日本損害保険協会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、 

    ＪＡ全中、ＪＦ全漁連、ＪＡバンク・ＪＦマリンバンク、ＪＡ共済、株式会社商工組合中央金庫、株式会社ゆうちょ銀行、日本郵便株式会社 

    全国社会保険協会連合会、全国年金受給者団体連合会、年金シニアプラン総合研究機構、年金・福祉推進協議会、 

    全国社会保険委員会連合会                                                              （順不同） 
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｢ねんきんネット｣表示画面イメージ 

「ねんきんネット」によって記録を回復されたお客様
の事例：（沖縄県のA子さん、61歳） 

「ねんきんネット」で「未加（年金制度に未加入）」と表示されて

いたことから、年金事務所を訪問し、２つの厚生年金の記録

（旧姓）を発見することができました。 

 「ねんきんネット」について 

クリックすると 

詳細を表示します。 

① いつでも、最新の年金記録が確認可能 
 

② 記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易な表示 
 

③ 持ち主のわからない記録の検索 

・ 持ち主がわからない年金加入記録について、氏名・生年月日など 

 による検索を行えるサービスを平成25年1月から開始 

※市区町村用の「ねんきんネット」は、①の機能のみ（③の機能はなし） 

年
金
記
録
の
確
認 

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス 

①  年金見込額試算を行い、各種試算条件での比較が

可能 

② 「ねんきん定期便」や「年金振込通知書」等の 

  確認やダウンロードが可能 

③ スマートフォン等のモバイル端末にも対応 

※「ねんきんネット」は、平成23年2月から日本年金機構のＨＰにて提供中のサービス。 

ユーザーＩＤ 

発行件数の推移 
２３．３ 時点 ２４．３ 時点 ２５．３ 時点 ２６．３時点 ２６．１２時点 

約４万８千件 約７９万件 約１６６万件 約２８０万件 約３３６万件 

【参考】 
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ねんきんネットでの「持ち主不明記録検索」について 

 持ち主が分からない年金加入記録について、「ねんきんネット」から、氏名・生年月日・性
別による検索を行えるサービスを平成25年1月より開始。 

ご自宅など 

① 条件を入力して検索します。 

氏名、生年月日、性別 

•年金事務所 
•街角の年金相談センター 

④ ご本人の記録であるか、

調査いたします。 

③ 年金事務所や街角の年金相

談センターに、印刷した検

索情報を持参します。 

② 条件に一致した記録の有無が表示される 

ので、参考情報（※）を入力し、結果を印刷 

します。 

※厚生年金…当時のお勤め先名称を入力 

国民年金…当時の住所を入力 

11 



12 



13 



14 


